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「主婦の経験を活かして稼ぎたい！でも、副業が
会社にバレないか心配……」 

という人もいるはず！ 

そこでこのレポートでは＿＿＿ 

• 副業していることが本業の会社にバレる原因 

• 会社にバレずに副業する方法 

について詳しく解説していきます。 

副業をしたい働く主婦の方は、ぜひ参考にしてく
ださい！ 



会社に副業がバレる原因は「住民
税」と「同僚」 

働く主婦の副業がバレる主な原因は、「住民税」
と「同僚」の2つです。 

それぞれについて以下で詳しく見ていきましょ
う！ 



１、住民税が増えてバレる 

副業の収入が一定金額を超えると住民税が発生し
ます。 

本業の住民税とは別に住民税が発生し、しかもそ
の情報が会社に通知されるので、副業しているこ
とが会社にバレてしまうのです。 

ただし、副業の収入が「給与」か「報酬」かでバ
レるリスクが異なるので、分けて説明します。 

✤ 収入が「給与」の場合 

正社員やアルバイトは、副業先の会社と雇用契約
を結び、「給与」をもらいます。 

この場合、副業で年20万円を超える給与をもらう
と確定申告が必要です。 



副業の収入について確定申告すると、本業の会社
に名前・住所・住民税の金額などの住民税情報が
通知されます。 

通知された住民税情報に基づき、「本業の住民
税」と「副業の住民税」の総額が、本業の給与か
ら天引きされるんです。 

このように、副業の収入が「給与」で、かつ確定
申告が必要になるほど稼いでしまうと、本業の会
社に必ずバレてしまうのです。 

✤ 収入が「報酬」の場合 

個人事業主やフリーランスは、仕事の発注者と個
別に業務委託契約を結び、「報酬」をもらいま
す。 

報酬の場合も給与と同じく、稼ぎが年20万円を超
えると確定申告が必要となるので覚えておきま
しょう。 



ちなみに、報酬から発生した住民税には「会社が
天引きする」以外にも「自分で払う」という納税
方法があります。 

どちらかを選択できして納税する形ですね。 

なお、「会社が天引きする」を選んでしまうと、
かなり高い確率で会社に副業がバレてしまうので
注意してください。 

「自分で払う」を選べばバレません（詳細はのち
ほど）。 



２、会社の同僚に見つかってバレる 

副業が会社の同僚に見つかる主な原因は、「職場
でのネットビジネス」と「SNSへの書き込み」の
2つです。 

それぞれについて、以下で詳しく解説しますね。 

✤ 職場のパソコンでネットビジネスをしているの
がバレる 

職場のパソコンでネットビジネスをすると、ほぼ
間違いなく会社の同僚に見つかります。 

職場のパソコンの使用履歴は、IT担当社員が定期
的にチェックしているからです。 

「ブラウザ（GOOGLE CHROMEなど）の閲覧履
歴を削除すればバレないのでは？」と思うかもし
れません。 



しかし、職場のパソコンの使用履歴は会社のサー
バーに保存されますから、パソコン側でいくら閲
覧履歴を削除しても隠せないのです。 

「職場のパソコンを使わず、自分名義のパソコン
とモバイル回線を使えばバレないのでは？」と悪
知恵を働かせる人もいるでしょう。 

しかし会社員は、勤務時間内は業務に専念するよ
う就業規則で決められています。 

これは副業が許されている会社でも同じこと。 

「自分のパソコンを使えば勤務時間内でも副業し
てOK」とはならないのです。 



✤ SNSの書き込みでバレる 

ツイッターやインスタグラムなどのSNSを実名で
利用していませんか？ 

実名のアカウントで副業していることをうっかり
書き込むと、会社の同僚にバレるのは時間の問題
です。 

最近の企業はコンプライアンスに神経質になって
いるため、SNSで社員の名前を検索し、問題のあ
る言動がないかチェックしているからです。 

偽名で利用している場合でも、絶対にバレないわ
けではありません。 

プロフィールや投稿内容から、自分の身元や副業
がバレることはあります。 



会社にバレずに副業する方法！ 

副業が会社にバレる原因をふまえた上で＿＿＿ 
ここからは会社にバレずに副業する方法をわかり
やすく解説します。 

会社にバレずに副業する方法は以下の4つです。 

✓住民税を自分で払う 
✓副業のことを会社の同僚に話さない 
✓SNSに副業のことを書き込まない 
✓個人情報を隠してできる副業を選ぶ 



4つすべて実践すれば、会社に副業がバレる可能性
は非常に低くなります。 

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょ
う！ 

１、住民税を自分で払う 

すでに説明した通り、副業収入が「給与」の場
合、確定申告すると住民税情報が本業の会社に通
知されるため、副業が必ずバレます。 

したがって副業するなら、収入が「報酬」である
個人事業主やフリーランス（ウェブライターな
ど）を選択しましょう。 

ただし、収入が「報酬」であっても、住民税を自
分で払わないと会社にバレるので注意してくださ
い。 



住民税を自分で払う方法を「普通徴収」と言いま
す。 

ここからは普通徴収を選択する方法について、実
際の確定申告書に基づき説明していきます。 

① 申告書Bを用意する 

確定申告書の様式にはAとＢの2つがあります。個
人事業主やフリーランスは「B」を使って確定申
告してください。 



 



② 申告書の記入欄を確認する 

確定申告書Bの2枚目の一番下に「住民税・事業税
に関する事項」があります。 

そこに「給与、公的年金等以外の所得に係る住民
税の徴収方法」の記入欄があることを確認しま
しょう。 



 



③ 「自分で納付」を選択する 

「特別徴収」と「自分で納付」のうち、「自分で
納付」を選択してください。これで住民税の納税
方法が普通徴収になります。 

 

（画像出典）国税局：確定申告書等の様式・手引
き等 

以上の方法で申告すれば、住民税情報から副業が
バレる心配は無くなります。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm


２、副業のことを会社の同僚に話さない 

当たり前ですが、自分が副業していることを会社
の同僚に話してはいけません。 

また、家族や親友にも話してはいけません。 

家族や親友だからといって、秘密を他人に口外し
ないという絶対の保証はないからです。 

とくに、副業で少し結果が出始めるころが危険！ 

稼げるようになったことを、仲の良い同僚や家
族・親友に話したくなりますからね。 

自分の成果を報告したい気持ちはとってもわかり
ますが、グッと堪えて誰にも話さないのが無難で
す。 

また、お酒の席も酔った勢いで喋ってしまいやす
いので、こちらも注意してください。 



３、SNSに副業のことを書き込まない 

実名・偽名にかかわらず、SNSに副業のことを書
き込むのはNGです。 

うっかり書き込んでしまうリスクを完全に排除し
たいなら、副業している間だけアカウントを一時
閉鎖するのもありでしょう。 

４、個人情報を隠してできる副業を選ぶ 

正社員やアルバイトでは、副業先の給与所得から
住民税が発生すると、本名や住所といった個人情
報が本業の会社に通知されます。 

結果、副業のことが会社にバレてしまうんです。 

会社にバレずに副業をしたいなら、個人情報を隠
せる副業を選びましょう。 



以下にあげる「デザイナー」「ブロガー」「ライ
ター」は、本名や住所を隠して契約することが可
能です。 

ただし大手企業が相手だと、業務委託契約書の中
で本名や住所の記載を求められる場合もありま
す。 

✤ デザイナー 

デザイナーの主な仕事は、WEBサイトやロゴマー
クなどのデザインです。 

デザイナーに最低限必要なのは、PHOTOSHOPと
ILLUSTRATORを使ってデザインするスキル。 

そこにコンピュータ言語の知識とプログラミング
の経験が加われば、高い報酬の仕事を受注できま
す。 



なお、ここで言うデザイナーとは「WEBデザイ
ナー」のことです。 

ファッションデザイナーや工業デザイナーもデザ
イナーではありますが、きわめて高度なスキルや
経験が必要なので、副業としては難しいでしょ
う。 

✤ ブロガー 

ブロガーは、自分で運営するブログを立ち上げ、
アフィリエイト広告やGOOGLEアドセンス、企業
広告などで収入を得る仕事です。 

ブログにアクセスした読者が、アフィリエイト広
告を経由して商品を購入してくれれば収入が発生
します。 

アフィリエイトよりも簡単なのがGOOGLEアドセ
ンスで、読者が広告をクリックするだけで収入が
発生します。 



アクセス数が非常に多いブログになると、企業か
ら広告掲載を直接依頼されることもありますが、
よほどの人気ブログでないと難しいでしょう。 

✤ ライター 

ライターは、依頼主の指示に従い、記事や文章を
書いて報酬をもらう仕事です。 

雑誌・本などの紙媒体で仕事をする場合と、WEB
メディアで仕事をする場合の2パターンがありま
す。 

ここでは後者の「ウェブライター」を前提に解説
しますね。 

ウェブライターに必要なスキルは、大きく分けて2
つです。 



1つめは、依頼主の要求を文章にできるライティン
グのスキル。 

2つめは、多くの読者にアクセスしてもらえるよ
う、読者が欲しい情報を見極め、記事や文章に反
映させるスキルです。 

2つめのスキルは「SEO（SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION、検索エンジン最適化）」とも言
います。 

ちなみに、SEOのスキルはウェブライターにとっ
て必須ではありません。 

極めようとするとかなり高度なレベルが必要なの
で、ライターではなくメディア側のスタッフが受
け持つこともよくあります。 

働く主婦がライターで気軽に稼ぎたいなら、まず
はライティングのスキルを地道に高めていくこと
が重要です。 



まとめ 

今回お伝えした方法で副業に取り組めば、会社に
バレる可能性は限りなくゼロにできます。 

会社に副業がバレる最大の原因は住民税ですが、
最後に紹介したウェブライターのように、個人情
報を隠せる仕事なら全く問題ありません。 

ちなみに今回ご紹介している『主婦の経験を活か
せる副業』も個人情報を隠して活動できるので安
心してください！


